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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　再生可能エネルギーに由来した電力を発電するグリーン発電装置により発電された電力
を蓄えることが可能な蓄電装置の設置場所毎に配置された、前記蓄電装置から放電される
電力の送電を管理するコントローラ、との間で通信する通信部と、
　前記通信部を介して、複数の前記設置場所に配置された複数の前記コントローラから、
前記蓄電装置に蓄えられた蓄電量の情報を取得する蓄電量取得部と、
を備え、
　電力を蓄えることが可能な蓄電装置を搭載した電動移動体が所定の送電網に接続された
場合に、前記通信部は、当該電動移動体に設置された、当該蓄電装置から放電される電力
の送電を管理するコントローラ、との間で通信し、
　前記蓄電量取得部は、前記通信部を介して、前記電動移動体に搭載された前記コントロ
ーラから、前記蓄電装置に蓄えられた蓄電量の情報を取得し、
　前記通信部を介して、前記電動移動体に設置されたコントローラから、当該電動移動体
の現在地を示す位置情報を取得する位置情報取得部と、
　前記位置情報取得部により取得された位置情報に基づき、前記電動移動体の現在地を含
む地図情報を取得する地図情報取得部と、
　前記蓄電量取得部により取得された蓄電量及び前記地図情報取得部により取得された地
図情報に基づいて前記電動移動体の目的地を選択して、前記電動移動体の現在地を基準に
した前記目的地まで前記電動移動体が移動できるだけの蓄電量を算出し、前記通信部を介
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して、算出結果を前記電動移動体に設置されたコントローラに送信し、当該コントローラ
に、前記電動移動体が搭載する前記蓄電装置の蓄電量から前記目的地まで前記電動移動体
が移動できるだけの蓄電量を差し引いた余剰電力を前記電動移動体が有する表示部へ表示
させる移動情報提供部と、
をさらに備える、グループ電力管理装置。
【請求項２】
　前記地図情報取得部により取得された地図情報に含まれる充電場所及び／又は売電場所
の情報を取得する場所情報取得部をさらに備え、
　前記移動情報提供部は、さらに前記場所情報取得部により取得された充電場所及び／又
は売電場所の情報に基づいて、前記電動移動体が移動可能な充電場所及び／又は売電場所
を前記目的地として選択する、請求項１に記載のグループ電力管理装置。
【請求項３】
　前記通信部を介して通信可能なコントローラのユーザをグループ化し、前記蓄電量取得
部により取得された蓄電量の情報に基づいてグループ毎に蓄電量の情報を管理するグルー
プ内蓄電量管理部をさらに備える、請求項１又は２に記載のグループ電力管理装置。
【請求項４】
　前記グループ内のユーザ間で電力を売買する際に、電力の売買を希望するユーザが前記
コントローラを介して入力した売り注文及び買い注文を受け付け、受け付けた売り注文及
び買い注文に基づいて電力の売買取引の成否を決定する取引管理部をさらに備え、
　前記取引管理部は、電力の売買取引が成立した場合に、売買が成立した電力量が、前記
売り注文を出したユーザから前記買い注文を出したユーザへと送電されるように、前記売
り注文を出したユーザのコントローラ、及び前記買い注文を出したユーザのコントローラ
を制御する、請求項３に記載のグループ電力管理装置。
【請求項５】
　前記取引管理部は、前記電力の売買取引を通じて決定されるグループ内における買電価
格の推移から将来の時点における買電価格を予測し、前記通信部を介して、予測結果を前
記グループ内のユーザのコントローラに送信する、請求項４に記載のグループ電力管理装
置。
【請求項６】
　再生可能エネルギーに由来した電力を発電するグリーン発電装置により発電された電力
を蓄えることが可能な蓄電装置の設置場所毎に配置された、前記蓄電装置から放電される
電力の送電を管理するコントローラ、との間で通信する通信部を有するグループ電力管理
装置が、前記通信部を介して、複数の前記設置場所に配置された複数の前記コントローラ
から、前記蓄電装置に蓄えられた蓄電量の情報を取得する蓄電量取得ステップと、
を含み、
　電力を蓄えることが可能な蓄電装置を搭載した電動移動体が所定の送電網に接続された
場合に、前記蓄電量取得ステップでは、当該電動移動体に設置された、当該蓄電装置から
放電される電力の送電を管理するコントローラ、との間で通信し、前記電動移動体に搭載
された前記コントローラから、前記蓄電装置に蓄えられた蓄電量の情報を取得し、
　前記電動移動体に設置されたコントローラから、当該電動移動体の現在地を示す位置情
報を取得する位置情報取得ステップと、
　前記位置情報取得ステップにて取得された位置情報に基づき、前記電動移動体の現在地
を含む地図情報を取得する地図情報取得ステップと、
　前記蓄電量取得ステップにて取得された蓄電量及び前記地図情報取得ステップにて取得
された地図情報に基づいて前記電動移動体の目的地を選択して、前記電動移動体の現在地
を基準にした前記目的地まで前記電動移動体が移動できるだけの蓄電量を算出し、前記通
信部を介して、算出結果を前記電動移動体に設置されたコントローラに送信し、当該コン
トローラに、前記電動移動体が搭載する前記蓄電装置の蓄電量から前記目的地まで前記電
動移動体が移動できるだけの蓄電量を差し引いた余剰電力を前記電動移動体が有する表示
部へ表示させる移動情報提供ステップと、
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を更に含む、電力管理方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電力を効率的に管理する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、スマートグリッドと呼ばれる技術に注目が集まっている。このスマートグリッド
とは、送電網に通信路を併せ持つ新たな送電網を構築し、このインテリジェントな送電網
を利用して効率的な電力利用を実現するための技術的な枠組みのことを言う。スマートグ
リッド構想の背景には、電力使用量の効率的な管理、事故発生時の迅速対応、使用電力量
の遠隔制御、電力会社の管理外にある発電設備を用いた分散発電、電動移動体の充電管理
等を実現したいという要望がある。特に、一般家庭や電力会社以外の事業者による再生可
能エネルギーを用いた自家発電設備の有効利用、及び電気自動車に代表される種々の電動
移動体の充電管理には大きな注目が集まっている。なお、再生可能エネルギーとは、化石
燃料を用いずに生成されるエネルギーのことである。
【０００３】
　一般家庭や電力以外の事業者により発電された電力は、発電者自身が利用する。また、
発電者自身が利用した後で余った電力は、現在、電力会社が買電している。しかし、電力
会社にとって、管理外の発電設備から供給される電力を買電することは大きな負担となっ
ている。例えば、太陽光発電設備から供給される電力量は天候に左右される。また、一般
家庭の自家発電設備から供給される電力量は日毎に大きく変化する一般家庭の電力使用量
に左右される。そのため、電力会社が管理外の発電設備から安定した電力供給を受けるこ
とは難しい。こうした理由から、将来、電力会社による買電が難しくなる可能性がある。
【０００４】
　そこで、最近では、電力会社の管理外にある発電設備で発電された電力を一旦バッテリ
に蓄電して利用するホームバッテリ構想に注目が集まっている。例えば、太陽光発電設備
で発電した電力をバッテリに蓄電しておき、夜間や天候不良の際に不足分をバッテリから
補うといった利用方法が考案されている。さらに、電力会社から給電を受ける電力量をバ
ッテリの蓄電量に応じて制限したり、価格の安い夜間に電力会社から電力供給を受けてバ
ッテリに蓄電し、価格の高い昼間にバッテリに蓄電した電力を利用する方法等が考案され
ている。また、バッテリは直流のまま電力を蓄えることができるため、送電の際に行われ
るＤＣ／ＡＣ変換、ＡＣ／ＤＣ変換が不要になり、変換時のロスを削減できる。
【０００５】
　このように、スマートグリッド構想の中で電力管理に関する様々な思惑が交錯している
。こうした電力管理を実現するため、スマートグリッド構想の中では送電網に通信路を併
せ持つことが前提とされている。つまり、このインテリジェントな送電網を利用して電力
管理に関する情報をやり取りすることが想定されているのである。但し、通信インフラが
既に整備されている地域においては、送電網を通信路として用いず、既に敷設されている
通信インフラで構築されたネットワークを利用して電力管理に関する情報のやり取りが行
われてもよい。つまり、スマートグリッド構想において重要なのは、一元管理されていな
い発電設備及び蓄電設備を如何にして効率よく管理するかということである。
【０００６】
　例えば、下記の特許文献１には、複数の電子機器を対象に、各電子機器において消費さ
れる電流の電流波形等を特徴量として検出し、その特徴量をサーバに送信する技術が開示
されている。さらに、特徴量を受信したサーバが、受信した特徴量と予めデータベースに
登録しておいた特徴量を比較して、個々の電子機器を特定する技術が開示されている。ス
マートグリッド構想の中では、例えば、このようにして特定された電子機器に対する給電
制御や、電子機器の電力消費量に関する情報の収集等が行われる。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００８－１０９８４９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、スマートグリッド構想の中では、ユーザが再生可能エネルギー由来の電
力を発電した場合、余剰電力を蓄電して利用するのが効率的なのか、或いは、売電するの
が効率的なのかといった具体的な管理方法については不透明なままである。また、小規模
な電力の生産者、消費者、及びプロシューマ（生産者かつ消費者）は、電力会社等の電力
供給者による管理下で電力の給電管理を受けているが効率的なのか、或いは、独立に電力
の管理を行った方が効率的なのかといった疑問を抱えている。さらに、エネルギーコスト
を削減するための情報をどのように取得すればよいのか、また、そのような情報が容易に
取得できるのかといった疑問もユーザの中に存在する。そして、個々のユーザ、地域単位
、或いは、地球規模で、どのような電力管理を行うことが好ましいのかという大きな疑問
をユーザが抱いている。
【０００９】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところ
は、小規模な電力の生産者、消費者、プロシューマの集合を管理して、より効率的な電力
管理を実現することが可能な、新規かつ改良された電力を効率的に管理する方法を提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、再生可能エネルギーに由来し
た電力を発電するグリーン発電装置により発電された電力を蓄えることが可能な蓄電装置
の設置場所毎に配置された、前記蓄電装置から放電される電力の送電を管理するコントロ
ーラ、との間で通信する通信部と、前記通信部を介して、複数の前記設置場所に配置され
た複数の前記コントローラから、前記蓄電装置に蓄えられた蓄電量の情報を取得する蓄電
量取得部と、前記通信部を介して通信可能なコントローラのユーザをグループ化し、前記
蓄電量取得部により取得された蓄電量の情報に基づいてグループ毎に蓄電量の情報を管理
するグループ内蓄電量管理部と、を備える、グループ電力管理装置が提供される。
【発明の効果】
【００１１】
　以上説明したように本発明によれば、小規模な電力の生産者、消費者、プロシューマの
集合を管理して、より効率的な電力管理を実現することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】仮想エネルギー発電・貯蔵システムの構成例を示す説明図である。
【図２】エネルギー取引管理システムの操作画面構成例を示す説明図である。
【図３】電動移動体のバッテリを利用した電力管理方法を示す説明図である。
【図４】充電スポット情報の表示方法の一例を示す説明図である。
【図５】売電スポット情報の表示方法の一例を示す説明図である。
【図６】電動移動体のバッテリ状態の表示方法の一例を示す説明図である。
【図７】電動移動体のバッテリ状態の表示方法の一例を示す説明図である。
【図８】電力網管理システムの構成例を示す説明図である。
【図９】局所電力網におけるエネルギー消費の内訳を示す説明図である。
【図１０】局所電力網におけるエネルギー消費量の削減効果を示す説明図である。
【図１１】局所電力網におけるカテゴリ毎のエネルギー消費量の分布を示す説明図である
。
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【図１２】局所電力網におけるエネルギー用途の表示構成例を示す説明図である。
【図１３】他ユーザの局所電力網における使用量の比較結果を示す説明図である。
【図１４】機器毎の電力使用量を示す説明図である。
【図１５】電力管理による効果の試算結果を示す説明図である。
【図１６】電力取引に用いるユーザインターフェースの構成例を示す説明図である。
【図１７】局所電力網の構成について説明する説明図である。
【図１８】局所電力網の構成について説明する説明図である。
【図１９】ハードウェア構成例を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００１４】
　（説明項目）
　１：第１実施形態
　　　１－１：仮想エネルギー発電・貯蔵システム１０００の構成
　　　　　１－１－１：小規模プロシューマ１００１について
　　　　　１－１－２：サービス提供システム１００４について
　　　１－２：電動移動体１０１６を利用した電力管理方法
　２：第２実施形態
　　　２－１：電力管理システムの構成
　　　　　２－１－１：分析装置について
　　　　　２－１－２：推薦サービスについて
　３：第３実施形態
　４：ハードウェア構成例
【００１５】
　＜１：第１実施形態＞
　まず、本発明の第１実施形態について説明する。本実施形態は、小規模な電力の生産者
、消費者、プロシューマにより形成される集合体（以下、マイクログリッド）の電力管理
、及びマイクログリッドにおける電力取引方法に関する。特に、本実施形態は、小規模な
プロシューマ等で生産、貯蔵されたグリーンエネルギーを束ねて仮想的なグリーンエネル
ギーの発電・貯蔵機構を実現し、その中で電力の取引を行う仕組みに関する。なお、本稿
で「グリーンエネルギー」又は「グリーン電力」という表現を用いた場合、再生可能エネ
ルギー由来のエネルギー又は電力、或いは、低環境負荷の資源を利用して生成されたエネ
ルギー又は電力を意味する。
【００１６】
　以下では、仮想的なグリーンエネルギーの発電・貯蔵機能の一例として、図１に示した
仮想エネルギー発電・貯蔵システム１０００の構成について詳細に説明するが、上記の仕
組みを考案するに至った動機について簡単に纏めておきたい。プロシューマは、発電手段
を所有している。但し、ここでは再生可能エネルギー由来の電力を発電する発電手段を想
定する。このような発電手段は、プロシューマが電力を利用するか否かに関わらず、発電
条件を満たせば電力を発電し続ける。そのため、プロシューマが電力を利用しない場合に
は発電手段により発電された電力が無駄になってしまう。そのため、プロシューマは、電
力を利用しない状況で発電された電力を有効に利用したいと考える。
【００１７】
　プロシューマが電力を利用しない状況で発電された電力を有効に利用する１つの方法は
、蓄電手段を用意し、電力を利用しない状況で発電手段により発電された電力を蓄電手段
に蓄電しておくことである。もう１つの方法は、電力を利用しない状況で発電手段により
発電された電力を電力会社等に売電することである。ここで、プロシューマは、電力を利
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用しない状況で発電手段により発電された電力を蓄電手段に蓄電して後で利用するのが効
率的なのか、或いは、電力会社等に売電するのが効率的なのかを考えるが、最良の方法を
見いだすのは難しい。また、電力会社等に売電する場合には、電力会社等により決められ
た電力価格による取り引きとなることが多いため、不当に安い価格で電力を売電すること
になってしまう。
【００１８】
　こうした状況に鑑み、本件発明者は、小規模のプロシューマをグループ化し、そのグル
ープ内で電力の取り引きが行えるようにする仕組みを考案した。この仕組みこそが仮想エ
ネルギー発電・貯蔵システム１０００なのである。このように、小規模のプロシューマを
グループ化し、そのグループ内で電力の授受が可能な状態にすることで、電力を利用しな
い状況で他のプロシューマに自身の電力を供給したり、他のプロシューマが電力を利用し
ない状況で自身が電力の供給を受けたりすることができる。このように、プロシューマ間
で電力の受給ができるようになることで、発電手段により発電された電力を無駄にせずに
済むと共に、電力会社等により決められる電力価格よりも高い価格で電力を売り、低い価
格で電力を買うことが可能になると考えられる。
【００１９】
　［１－１：仮想エネルギー発電・貯蔵システム１０００の構成］
　以下、図１を参照しながら、本実施形態に係る仮想エネルギー発電・貯蔵システム１０
００の構成について説明する。図１は、本実施形態に係る仮想エネルギー発電・貯蔵シス
テム１０００のシステム構成例を示す説明図である。
【００２０】
　図１に示すように、仮想エネルギー発電・貯蔵システム１０００は、小規模プロシュー
マ１００１、プロシューマグループ１００２、広域ネットワーク１００３、及びサービス
提供システム１００４により構成される。但し、プロシューマグループ１００２は、通信
網及び電力網で相互に接続された複数の小規模プロシューマ１００１の集合体である。な
お、図１の例ではプロシューマグループ１００２と小規模プロシューマ１００１とを分け
て記載しているが、実際には小規模プロシューマ１００１はプロシューマグループ１００
２の一員を構成する。
【００２１】
　また、仮想エネルギー発電・貯蔵システム１０００の外部には電力供給者１００５が存
在し、プロシューマグループ１００２は、電力供給者１００５から電力の供給を受けるこ
とが可能である。なお、広域ネットワーク１００３は、インターネット等の情報網である
。そして、電力供給者１００５は、電力会社等である。
【００２２】
　仮想エネルギー発電・貯蔵システム１０００において、プロシューマグループ１００２
内の電力管理は、サービス提供システム１００４により行われる。例えば、サービス提供
システム１００４は、プロシューマグループ１００２に対する小規模プロシューマ１００
１の追加や削除を実施する。
【００２３】
　また、サービス提供システム１００４は、所定の小規模プロシューマ１００１により貯
蔵されている電力、或いは、プロシューマグループ１００２内で貯蔵されている任意の電
力に関する電力取引を実施する。例えば、サービス提供システム１００４は、電力価格が
ピークの時に、所定の小規模プロシューマ１００１により貯蔵されている電力、或いは、
プロシューマグループ１００２内で貯蔵されている任意の電力を売電する。
【００２４】
　また、サービス提供システム１００４は、プロシューマグループ１００２内における電
力の売買及び電力の授受を管理する。つまり、サービス提供システム１００４は、プロシ
ューマグループ１００２内における電力取引サービスを提供する。なお、サービス提供シ
ステム１００４は、仮想エネルギー発電・貯蔵システム１０００外の電力取引市場又は電
力供給者１００５を相手にした電力の売買を行えるように構成されていてもよい。さらに
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、サービス提供システム１００４は、電力価格の予測サービスを提供してもよい。
【００２５】
　以上、仮想エネルギー発電・貯蔵システム１０００の構成について概要を説明した。
【００２６】
　（１－１－１：小規模プロシューマ１００１について）
　ここで、小規模プロシューマ１００１について、より詳細に説明する。小規模プロシュ
ーマ１００１は、図１に示すように、グリーン発電装置１０１１、エネルギー制御装置１
０１２、コントローラ１０１３、蓄電装置１０１４、表示部１０１５を所有している。
【００２７】
　グリーン発電装置１０１１は、再生可能エネルギー由来の電力を発電する発電手段、或
いは、低環境負荷の資源を利用して発電する発電手段である。グリーン発電装置１０１１
としては、例えば、太陽光発電装置、風力発電装置、地熱発電装置、燃料電池、バイオマ
ス発電装置、原子力発電装置等がある。
【００２８】
　エネルギー制御装置１０１２は、グリーン発電装置１０１１により発電された電力を蓄
電装置１０１４に蓄えたり、他の小規模プロシューマ１００１に送電したりする。また、
エネルギー制御装置１０１２は、蓄電装置１０１４に蓄えられた電力を他のプロシューマ
１００１に送電したり、電力供給者１００５に送電したりする。なお、エネルギー制御装
置１０１２は、電動移動体１０１６のバッテリに対する充放電等も蓄電装置１０１４の場
合と同様に制御する。但し、エネルギー制御装置１０１２の動作は、コントローラ１０１
３により制御される。
【００２９】
　コントローラ１０１３は、エネルギー制御装置１０１２による電力の送電先を決定した
り、その送電先に電力を送出するようにエネルギー制御装置１０１２を制御する。また、
コントローラ１０１３は、サービス提供システム１００４と通信する機能を有する。そし
て、コントローラ１０１３は、グリーン発電装置１０１１による発電量や、蓄電装置１０
１４に蓄えられた蓄電量等の情報をサービス提供システム１００４に送信する。
【００３０】
　さらに、コントローラ１０１３は、電力取引に関する情報、放電量や蓄電量に関する情
報、サービス提供システム１００４により提供される情報、電動移動体１０１６のバッテ
リ残量や走行可能距離に関する情報等を表示部１０１５に表示する。なお、コントローラ
１０１３には、情報を入力するための入力手段（非図示）が設けられている。ユーザは、
この入力手段を利用して、蓄電装置１０１４に対する電力の貯蔵、蓄電装置１０１４に蓄
えられた電力の利用や売電、グリーン発電装置１０１１により発電された電力の利用や売
電等の指示をコントローラ１０１３に入力する。入力手段としては、例えば、図２に示す
ユーザインターフェース（取引画面の例）が利用される。
【００３１】
　以上、小規模プロシューマ１００１について説明した。
【００３２】
　（１－１－２：サービス提供システム１００４について）
　次に、サービス提供システム１００４について、より詳細に説明する。サービス提供シ
ステム１００４は、図１に示すように、サービス提供サーバ１０４１、エネルギー価格予
測サーバ１０４２、及び取引管理サーバ１０４３により構成される。
【００３３】
　サービス提供サーバ１０４１は、個々の小規模プロシューマ１００１が所有するコント
ローラ１０１３から発電量や蓄電量の情報を収集したり、コントローラ１０１３に対して
グリーン発電装置１０１１により発電された電力の送電先や蓄電装置１０１４に蓄えられ
た電力の送電先等を指示したりする。さらに、サービス提供サーバ１０４１は、プロシュ
ーマグループ１００２に対する小規模プロシューマ１００１の追加や削除等を管理する。
また、サービス提供サーバ１００２は、プロシューマグループ１００２内の蓄電量や発電
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量の情報を管理する。
【００３４】
　エネルギー価格予測サーバ１０４２は、プロシューマグループ１００２内で取り引きさ
れる電力の価格推移から、将来の電力価格を予測する。このとき、エネルギー価格予測サ
ーバ１０４２は、電力供給者１００５により提示される電力価格や、外部の電力取引市場
の市場データに基づいて電力価格を予測する。なお、エネルギー価格予測サーバ１０４２
は、外部の電力取引市場の市場データに基づき、当該電力取引市場における電力価格を予
測できるように構成されていてもよい。
【００３５】
　取引管理サーバ１０４３は、プロシューマグループ１００２内で取り引きされる電力価
格を決めたり、個々の小規模プロシューマ１００１がコントローラ１０１３を介して入力
する売り注文や買い注文を受け付け、取引の成否を管理する。また、取引管理サーバ１０
４３は、サービス提供サーバ１０４１を介し、取引が成立した場合に、売り注文を出した
小規模プロシューマ１００１のコントローラ１０１３に対して電力の提供を指示し、買い
注文を出した小規模プロシューマ１００１のコントローラ１０１３に対して電力の受電を
指示する。
【００３６】
　以上、サービス提供システム１００４について説明した。
【００３７】
　［１－２：電動移動体１０１６を利用した電力管理方法］
　次に、図３を参照しながら、電動移動体１０１６を利用した電力管理方法について説明
する。図３は、電動移動体１０１６を利用した電力管理方法について説明するための説明
図である。なお、電動移動体１０１６としては、例えば、電気自動車、電気自動二輪車、
電気自転車、電動船舶、電動飛行機等を挙げることができる。
【００３８】
　図３に示すように、電動移動体１０１６は、バッテリ１０１７、コントローラ１０１８
、及び表示部１０１９を搭載している。電動移動体１０１６は、バッテリ１０１７に蓄え
られた電力を利用して駆動機構（非図示）を動作させる。また、電動移動体１０１６は、
コントローラ１０１８の制御を受けてバッテリ１０１７の電力を外部に送電できるように
構成されている。コントローラ１０１８は、小規模プロシューマ１００１が所有するコン
トローラ１０１３と同様に、サービス提供システム１００４と通信することが可能である
。また、コントローラ１０１８は、バッテリ１０１７の蓄電量をサービス提供システム１
００４に送信する。
【００３９】
　電動移動体１０１６のバッテリ１０１７は、プロシューマグループ１００２全体で見る
と、非常に大きなエネルギー貯蔵システムと見なすことができる。さらに、電動移動体１
０１６は移動可能であるため、電動移動体１０１６のバッテリ１０１７は、エネルギー移
動システムと見なすことができる。例えば、家等で充電した電動移動体１０１６を商店街
やオフィス等まで移動させ、その場所でバッテリ１０１７の電力を利用するといった利用
形態も考えられる。但し、電動移動体１０１６の場合、充電が不可能な場所で電力をバッ
テリ１０１７の電力を消費してしまうと、自走不能になる危険性がある。そのため、電動
移動体１０１６のバッテリ１０１７の利用には注意が必要である。
【００４０】
　なお、電動移動体１０１６のバッテリ１０１７を利用する方法は、単に移動先で電力を
利用するに留まらず、そのバッテリ１０１７の電力を電力取引に利用することも視野に入
れておく方がよいであろう。但し、電動移動体１０１６のバッテリ１０１７に蓄えられた
電力を取引する場合でも、基本的には小規模プロシューマ１００１が所有する蓄電装置１
０１４等の電力を取引する場合と同様である。但し、電動移動体１０１６の場合、売電が
可能な売電スポットまで移動することができる点で、上記の蓄電装置１０１４等の電力を
取引に利用する場合とは異なる。そこで、この点について説明する。
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【００４１】
　上記の通り、電動移動体１０１６は、売電スポットまで移動することができる。売電ス
ポットまで到達した電動移動体１０１６のバッテリ１０１７から、売電スポットに電力を
送電して、電力を売電する場合について考えてみよう。この場合、電動移動体１０１６は
、バッテリ１０１７に蓄えられた電力のうち、自身が充電スポットまで到達できるだけの
電力を残した上で、余剰な電力を売電することができる。しかし、自身が充電スポットま
で到達できるだけの電力がどれほどかをユーザが正確に把握するのは難しい。そのため、
売電可能な電力量をユーザに分かりやすく表示する仕組みが求められる。
【００４２】
　そこで、本件発明者は、図４～図７に示すような表示構成を考案した。図４（Ａ）は、
電動移動体１０１６の現在地を基準とした充電スポットの情報を示している。また、図４
（Ｂ）は、バッテリ１０１７の残量、及び電動移動体１０１６が充電スポットまで到達す
るのに必要な蓄電量を示している。図５は、図４（Ｂ）を拡大したものである。なお、図
４の画面上で（Ｂ）の位置をタッチ又はクリックした場合に、図５のような拡大表示がさ
れるように構成されていてもよい。
【００４３】
　図４、図５に示すように、電動移動体１０１６の現在地を基準とする充電スポットの地
図情報、到達可能エリア、バッテリ１０１７の残量、最寄りの充電スポットまで到達でき
るだけのバッテリ１０１７の残量がユーザに示されることで、ユーザは、余剰電力を容易
に把握することができる。但し、図４、図５の例では余剰電力が無く、バッテリ１０１７
の残量は、最寄りの充電スポットまで到達不能な状態にあることを示している。この場合
、他の何らかの手段によりバッテリ１０１７への充電を行う必要がある。
【００４４】
　一方、図６（Ａ）は、電動移動体１０１６の現在地を基準とした売電スポットの情報を
示している。また、図６（Ｂ）は、バッテリ１０１７の残量、及び電動移動体１０１６が
充電スポットまで到達するのに必要な蓄電量を残量から差し引いた余剰電力が示されてい
る。図７は、図６（Ｂ）を拡大したものである。なお、図６の画面上で（Ｂ）の位置をタ
ッチ又はクリックした場合に、図７のような拡大表示がされるように構成されていてもよ
い。図６、図７に示すように、電動移動体１０１６の現在地を基準とする売電スポットの
地図情報、バッテリ１０１７の残量、最寄りの充電スポットまで到達できるだけのバッテ
リ１０１７の残量を差し引いた余剰電力がユーザに示されることで、ユーザは、売電可能
な電力を容易に把握することができる。
【００４５】
　なお、図４～図７に示した表示構成は、表示を切り替えられるようにしてもよい。また
、電動移動体１０１６の現在地を示す情報は、ＧＰＳ等により電動移動体１０１６により
取得され、サービス提供サーバ１０４１に送られる。また、その現在地を基準とする地図
情報、充電スポット及び放電スポットの情報は、サービス提供サーバ１０４１により取得
される。さらに、バッテリ１０１７の残量で移動可能なエリアに関する情報は、サービス
提供サーバ１０４１により算出される。そして、地図情報、充電スポットの情報、放電ス
ポットの情報、移動可能なエリアに関する情報は、電動移動体１０１６のコントローラ１
０１８に送られ、表示部１０１９に表示される。
【００４６】
　以上、電動移動体１０１６を利用した電力管理方法について説明した。
【００４７】
　以上説明したように、小規模プロシューマ１００１をグループ化して管理することによ
り、グリーン発電装置１０１１により発電した電力を有効に利用できるようになり、さら
に、比較的好条件で電力の取引を行うことができるようになる。さらに、電動移動体１０
１６のバッテリ１０１７を管理下に置くことで、移動電力源を利用した電力取引という新
たな電力の利用形態が生まれる。
【００４８】
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　＜２：第２実施形態＞
　次に、本発明の第２実施形態について説明する。本実施形態は、ユーザに電力の使用状
況を簡単に見えるようにし、エネルギーコストの削減を支援する構成に関する。但し、本
実施形態は、単に電力使用量をユーザに提示するのではなく、ユーザの電力使用状況を分
析した上で、その分析結果をユーザに提示する仕組みを提供するものである。また、本実
施形態は、その分析結果に基づいてユーザ環境の改善方針を提案したり、電力の利用効率
を向上させるための方法を推薦したりする仕組みをも提供するものである。
【００４９】
　このような仕組みを実現することで、エネルギーを無駄遣いしている機器はどれか、他
の機器に交換した方がよい機器はどれか、他の機器に交換した場合にどのくらいエネルギ
ー効率が向上するか、どのくらいの設備投資が有効か、といった疑問を解決するための参
考情報が得られる。また、上記の分析結果を利用して自動的に機器の電力制御が実行され
るようにすることで、ユーザが手動で機器の交換や電力利用の制限を行う場合に比べ、よ
り高い省電力化が得られる。また、ＣＯ２排出量等、ユーザが容易に把握できない情報に
基づいて電力利用の効率化を図ることもできるようになる。
【００５０】
　［２－１：電力網管理システム２０００の構成］
　まず、図８を参照しながら、本実施形態に係る電力網管理システム２０００の構成につ
いて説明し、その中でユーザの電力使用状況を分析する方法について述べる。図８に示す
ように、電力網管理システム２０００は、局所電力網２００１、電力グリッド２００２、
広域ネットワーク２００３、及びサービス提供システム２００４により構成される。なお
、図８の例では、本実施形態の技術内容に対する理解を容易にすべく、上記の第１実施形
態と実質的に同じ構成要素も異なる符号と名称を与えている。
【００５１】
　局所電力網２００１は、図８に示すように、エネルギー制御装置２０１１、及び分析装
置２０１２により構成される。エネルギー制御装置２０１１は、局所電力網２００１の内
部にある機器に対する電力供給を制御する制御手段である。なお、局所電力網２００１に
蓄電手段が機器として含まれている場合には、エネルギー制御装置２０１１が充放電の制
御も行う。また、分析装置２０１２は、局所電力網２００１に接続された機器の電力使用
量、使用時間帯、機器の耐用期間、機器の電力効率等に関する情報（以下、機器情報）を
取得し、取得した機器情報を分析する手段である。
【００５２】
　エネルギー制御装置２０１１、分析装置２０１２は、広域ネットワーク２００３を介し
てサービス提供システム２００４に接続されている。エネルギー制御装置２０１１は、サ
ービス提供システム２００４に対して機器情報を送信する。また、分析装置２０１２は、
サービス提供システム２００４に対して機器情報の分析結果を送信する。これら機器情報
及び分析結果は、サービス提供システム２００４にあるサービス提供サーバ２０４１によ
り受信される。
【００５３】
　図８に示すように、サービス提供システム２００４は、サービス提供サーバ２０４１、
推薦サーバ２０４２、及びデータベース２０４３により構成される。サービス提供システ
ム２００４は、エネルギー制御装置２０１１から送信された局所電力網２００１における
機器情報を収集する。また、サービス提供サーバ２０４１は、収集した機器情報に基づい
てエネルギー制御装置２０１１を制御し、局所電力網２００１における各機器の電力制御
を行う。
【００５４】
　また、推薦サーバ２０４２は、サービス提供サーバ２０４２を介して、分析装置２０１
２から受信した分析結果に基づき、推薦する電力管理パターンや、交換すべき機器をユー
ザに提示する。このとき、推薦サーバ２０４２は、データベース２０４３に格納された機
器の情報を参照する。データベース２０４３には、様々なブランドの既成機器に関する機
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器情報が格納されている。そのため、推薦サーバ２０４２は、エネルギー制御装置２０１
１により収集された機器情報とデータベース２０４３に格納された機器情報とを比較し、
性能の良い機器の情報をユーザに推薦することができる。
【００５５】
　例えば、推薦サーバ２０４２は、推薦する電力管理パターンや、交換すべき機器の情報
を分析装置２０１２に送信し、分析装置２０１２の表示手段（非図示）に表示させる。ま
た、推薦サーバ２０４２は、機器の通販業者等と提携し、推薦する機器をユーザに広告す
るように仕向けてもよい。
【００５６】
　なお、局所電力網２００１における電力情報の表示方法としては、例えば、図９～図１
５に示すような方法がある。図９は、局所電力網２００１におけるエネルギー消費量が何
により決まるかを示している。また、図１０は、局所電力網２００１におけるエネルギー
使用量がどのくらい減らせるかを示している。図１１は、局所電力網２００１におけるカ
テゴリ毎の電力消費量を示している。カテゴリとしては、例えば、生活家電、照明、エン
ターテイメント（例えば、映像装置や音楽プレーヤ等）がある。
【００５７】
　図１２は、エネルギーの用途を視覚的に表現した表示構成である。また、図１３は、他
ユーザの局所電力網２００１におけるエネルギー使用量の比較を示している。そして、図
１４は、局所電力網２００１における機器毎の電力使用量を示している。図１４のように
、機器の設置場所と使用用途が明示されていることで、ユーザは、どの機器を交換すれば
よいのか、どの機器の電力消費量に気を配ればよいのかが一目瞭然となる。
【００５８】
　図１５は、ユーザが手作業で電力利用の効率化に努めた場合と、分析装置２０１２によ
る分析結果を利用して自動的に電力利用の効率化を進めた場合とで効率化の比較を行った
ものである。このように、分析方法を適用することで、ユーザが手作業で機器の電源をこ
まめにオン／オフするよりも、分析結果を利用してエネルギー制御装置２０１１が自動的
に各機器の電力制御を行う方が効率的であることが分かる。なお、図１６は、電力取引を
行う際に利用する売電用のユーザインターフェースを示している。
【００５９】
　＜３：第３実施形態＞
【００６０】
　［３－１：効率的な環境制御］
　　以下、図１７及び図１８を参照しながら、本実施形態に係る局所電力網３００１につ
いて説明する。図１７及び図１８は、本実施形態に係る局所電力網３００１を説明するた
めの説明図である。
【００６１】
　本実施形態に係る局所電力網３００１は、図１７に例示したように、エネルギー制御装
置３０１１と、分析装置３０１３と、を備える。また、本実施形態に係る局所電力網３０
０１には、エネルギー制御装置３０１１によって電力供給が管理される、１又は複数の電
子機器（図示せず。）が設けられている。また、局所電力網３００１には、各種のグリー
ン発電装置（図示せず。）、及び、グリーン発電装置によって発電された電力を蓄える蓄
電装置（図示せず。）が設けられている。また、局所電力網３００１には、この局所電力
網３００１が設置されている設置環境に関する情報等を取得する各種のセンサが設けられ
ている。
【００６２】
　ここで、グリーン発電装置は、再生可能エネルギー由来の電力を発電する発電手段、或
いは、低環境負荷の資源を利用して発電する発電手段である。グリーン発電装置としては
、例えば、太陽光発電装置、風力発電装置、地熱発電装置、燃料電池、バイオマス発電装
置、原子力発電装置等がある。
【００６３】
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　また、蓄電装置は、グリーン発電装置により発電された電力を蓄えたり、他の局所電力
網３００１に送電したりする。
 
【００６４】
　また、エネルギー制御装置３０１１は、局所電力網３００１に設けられている電子機器
、グリーン発電装置及び蓄電装置を制御する。
【００６５】
　分析装置３０１３は、局所電力網３００１内に存在する電子機器に関する情報、電力網
の設置環境に関する情報及び／又は電力網において発電された電力の取引に関する情報を
取得する機能を有する。また、分析装置３０１３は、取得した上述の情報、及び、電力網
に対する設定情報（例えば、ユーザによって設定される設定情報）に基づいて、前記電力
網に接続されている電子機器の使用状態及び使用状況を分析する。また、分析装置３０１
３は、エネルギー制御装置３０１１を介して、分析結果に基づいた電子機器の制御を行う
。
【００６６】
　局所電力網３００１は、これらの装置を利用して、各種の情報をモニターしたり、解析
したり、解析結果に基づいて行動したりする。また、エネルギーの節約を行うことで、エ
ネルギーの制御を行う。また、ユーザに対して、各種の快適さ、楽しみ、娯楽を提供する
ことも可能である。また、ユーザその他に対して、各種のセキュリティを提供し、安全性
の提供および監視を行う。また、医療・ヘルスケアに関するサービスも提供可能である。
更に、各種の外部サーバ等を介して、第三者とコミュニケーションを図ることもできる。
 
【００６７】
　図１８には、分析装置３０１３が取得する各種の情報をまとめて図示している。分析装
置３０１３は、ユーザによって設定されるグローバル制約、ユーザ特性に基づいて、検知
・取得した情報（入力情報）を解析し、その解析結果に基づいて、機器や環境の制御を実
施する。分析装置３０１３は、外部から取得した統計データ等に基づいて各種の解析を行
うことも可能であり、取得したデータの各種履歴情報を利用して、ヒューリスティックな
解析を行うことも可能である。
【００６８】
　＜４：ハードウェア構成例＞
　上記のコントローラ１０１３、１０１８、サービス提供システム１００４が有する各構
成要素の機能は、例えば、図１９に示す情報処理装置のハードウェア構成を用いて実現す
ることが可能である。つまり、当該各構成要素の機能は、コンピュータプログラムを用い
て図１９に示すハードウェアを制御することにより実現される。なお、このハードウェア
の形態は任意であり、例えば、パーソナルコンピュータ、携帯電話、ＰＨＳ、ＰＤＡ等の
携帯情報端末、ゲーム機、又は種々の情報家電がこれに含まれる。但し、上記のＰＨＳは
、Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｈａｎｄｙ－ｐｈｏｎｅ　Ｓｙｓｔｅｍの略である。また、上記の
ＰＤＡは、Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔの略である。
【００６９】
　図１９に示すように、このハードウェアは、主に、ＣＰＵ９０２と、ＲＯＭ９０４と、
ＲＡＭ９０６と、ホストバス９０８と、ブリッジ９１０と、を有する。さらに、このハー
ドウェアは、外部バス９１２と、インターフェース９１４と、入力部９１６と、出力部９
１８と、記憶部９２０と、ドライブ９２２と、接続ポート９２４と、通信部９２６と、を
有する。但し、上記のＣＰＵは、Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔの略
である。また、上記のＲＯＭは、Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙの略である。そして
、上記のＲＡＭは、Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙの略である。
【００７０】
　ＣＰＵ９０２は、例えば、演算処理装置又は制御装置として機能し、ＲＯＭ９０４、Ｒ
ＡＭ９０６、記憶部９２０、又はリムーバブル記録媒体９２８に記録された各種プログラ
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ムに基づいて各構成要素の動作全般又はその一部を制御する。ＲＯＭ９０４は、ＣＰＵ９
０２に読み込まれるプログラムや演算に用いるデータ等を格納する手段である。ＲＡＭ９
０６には、例えば、ＣＰＵ９０２に読み込まれるプログラムや、そのプログラムを実行す
る際に適宜変化する各種パラメータ等が一時的又は永続的に格納される。
【００７１】
　これらの構成要素は、例えば、高速なデータ伝送が可能なホストバス９０８を介して相
互に接続される。一方、ホストバス９０８は、例えば、ブリッジ９１０を介して比較的デ
ータ伝送速度が低速な外部バス９１２に接続される。また、入力部９１６としては、例え
ば、マウス、キーボード、タッチパネル、ボタン、スイッチ、及びレバー等が用いられる
。さらに、入力部９１６としては、赤外線やその他の電波を利用して制御信号を送信する
ことが可能なリモートコントローラ（以下、リモコン）が用いられることもある。
【００７２】
　出力部９１８としては、例えば、ＣＲＴ、ＬＣＤ、ＰＤＰ、又はＥＬＤ等のディスプレ
イ装置、スピーカ、ヘッドホン等のオーディオ出力装置、プリンタ、携帯電話、又はファ
クシミリ等、取得した情報を利用者に対して視覚的又は聴覚的に通知することが可能な装
置である。但し、上記のＣＲＴは、Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂｅの略である。また
、上記のＬＣＤは、Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙの略である。そして
、上記のＰＤＰは、Ｐｌａｓｍａ　ＤｉｓｐｌａｙＰａｎｅｌの略である。さらに、上記
のＥＬＤは、Ｅｌｅｃｔｒｏ－Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ　Ｄｉｓｐｌａｙの略である。
【００７３】
　記憶部９２０は、各種のデータを格納するための装置である。記憶部９２０としては、
例えば、ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）等の磁気記憶デバイス、半導体記憶デバイス
、光記憶デバイス、又は光磁気記憶デバイス等が用いられる。但し、上記のＨＤＤは、Ｈ
ａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅの略である。
【００７４】
　ドライブ９２２は、例えば、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、又は半導体
メモリ等のリムーバブル記録媒体９２８に記録された情報を読み出し、又はリムーバブル
記録媒体９２８に情報を書き込む装置である。リムーバブル記録媒体９２８は、例えば、
ＤＶＤメディア、Ｂｌｕ－ｒａｙメディア、ＨＤ　ＤＶＤメディア、各種の半導体記憶メ
ディア等である。もちろん、リムーバブル記録媒体９２８は、例えば、非接触型ＩＣチッ
プを搭載したＩＣカード、又は電子機器等であってもよい。但し、上記のＩＣは、Ｉｎｔ
ｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔの略である。
【００７５】
　接続ポート９２４は、例えば、ＵＳＢポート、ＩＥＥＥ１３９４ポート、ＳＣＳＩ、Ｒ
Ｓ－２３２Ｃポート、又は光オーディオ端子等のような外部接続機器９３０を接続するた
めのポートである。外部接続機器９３０は、例えば、プリンタ、携帯音楽プレーヤ、デジ
タルカメラ、デジタルビデオカメラ、又はＩＣレコーダ等である。但し、上記のＵＳＢは
、Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓの略である。また、上記のＳＣＳＩは、Ｓ
ｍａｌｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅの略である。
【００７６】
　通信部９２６は、ネットワーク９３２に接続するための通信デバイスであり、例えば、
有線又は無線ＬＡＮ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、又はＷＵＳＢ用の通信カード、
光通信用のルータ、ＡＤＳＬ用のルータ、又は各種通信用のモデム等である。また、通信
部９２６に接続されるネットワーク９３２は、有線又は無線により接続されたネットワー
クにより構成され、例えば、インターネット、家庭内ＬＡＮ、赤外線通信、可視光通信、
放送、又は衛星通信等である。但し、上記のＬＡＮは、Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗ
ｏｒｋの略である。また、上記のＷＵＳＢは、Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ＵＳＢの略である。そ
して、上記のＡＤＳＬは、Ａｓｙｍｍｅｔｒｉｃ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅ
ｒ　Ｌｉｎｅの略である。
【００７７】
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　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は
係る例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載さ
れた範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、それ
らについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【００７８】
　上記説明においては、主に電力を対象にした管理方法、取引方法、分析方法等について
説明してきたが、本発明の技術的範囲は必ずしも電力に限定されるものではなく、その他
のエネルギーの管理方法、取引方法、分析方法等にも同様に適用可能である。
【符号の説明】
【００７９】
　１０００　　仮想エネルギー発電・貯蔵システム
　１００１　　小規模プロシューマ
　１０１１　　グリーン発電装置
　１０１２　　エネルギー制御装置
　１０１３　　コントローラ
　１０１４　　蓄電装置
　１０１５　　表示装置
　１０１６　　電動移動体
　１０１７　　バッテリ
　１０１８　　コントローラ
　１０１９　　表示部
　１００２　　プロシューマグループ
　１００３　　広域ネットワーク
　１００４　　サービス提供システム
　１０４１　　サービス提供サーバ
　１０４２　　エネルギー価格予測サーバ
　１０４３　　取引管理サーバ
　１００５　　電力供給者
　２０００　　電力網管理システム
　２００１　　局所電力網
　２０１１　　エネルギー制御装置
　２０１２　　分析装置
　２００２　　電力グリッド
　２００３　　広域ネットワーク
　２００４　　サービス提供システム
　２０４１　　サービス提供サーバ
　２０４２　　推薦サーバ
　２０４３　　データベース
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